
コロナ禍を乗り切った後のトリプル改定で、業界にとって大きなインパクトがあったと思うため（Y）。今年は

医療・介護・福祉のトリプル改定があり、高齢化に向けた地域包括ケアシステムの推進や処遇改善加算の一本化など、業界にとっ

て大きな影響があったため（N）。

年末年始は、来年の事業戦略を考える絶好の機会。そんな経営者の皆様に向けて、介護業界に精通

したアドバイザーが「2024年の介護業界ニュース」を3つ厳選しました。

Nuovo Ponte
CBパートナーズの医療介護通信

2024年トップニュース３

＆2025年注目の

トピックス

topics

アドバイザー選定！

2024~2025
年末年始

介護ニーズの拡大を背景に5年連続で新規参入が

増える一方、もともとの人手不足に物価高、介護

報酬改定の影響が重なり、倒産数が過去最多に。

効率化が進む大手事業者と小規模事業者の格差が

広がるなかで、淘汰が加速する可能性が高まって

います。同時に、業界内では協働化や再編など経

営基盤の強化への取り組みが急務で、介護経営の

安定化のために、事業者自身によるの自立的な経

営革新が求められています。

物価高、賃上げ、報酬改定（訪問介護）と環境が厳しくなっていく中で、結果として介護事業者の倒産が過去最

多になり、2024年を象徴するニュースだと思った（T）。現実問題として、受託する案件で債務超過の案件が増えている感覚。こう

なってからでは遅いと訴えかけるニュースだった（K）。
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1 2024年度介護報酬改定

2 介護事業者の倒産が過去最多に

少子高齢化や人手不足が深刻化する中、 効率的かつ質の高いサービス提供を実現するための改定

となりました。特に報酬体系の見直しにより、業態ごとの収益構造が変化し、小規模事業者や特

定のサービスにおける運営戦略の転換が必要とされています。また、ICT導入や介護職員の処遇改

善へのインセンティブが強化される一方で、事業運営の効率化がより一層求められることとなり

ました。

「老人福祉・介護事業」倒産件数（1 - 12月）
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2024年は1～10月
■訪問介護事業
■通所・短期入所介護事業
■有料老人ホーム
■その他

参照：東京商工リサーチ調べ

（年）



株式会社CBパートナーズ 〒105-0013 東京都港区浜松町１丁目１８−１６住友浜松町ビル 5F http://www.cb-p.co.jp

0120-979-544（9：00～18：00 平日のみ受付）お問い合わせ

訪問介護では拠点数最多、入居系でも4位となるニチイHDの日本生命によるM&Aが完了。生命保険

会社による異業種の大手企業の買収は異例となり、介護業界でも異業種の参入は久しぶりでした。

Nuovo Ponte 年末年始

3 大手のM&A

2025年注目のトピックス

【無料】介護・福祉事業の経営や承継相談はＣＢパートナーズまで！

日本生命×ニチイのM&A：大手生命保険会社が大手介護法人を譲受するという、ここ数年の介護業界のM&Aで

一番のビッグディールではないか（S）。恵×ビオネストのM&A：大手とはいえ、行政処分を受けた企業の施設を一括で買収する

ことはリスクも高く、業界としても大きな進展となったと感じたため（S）。

日本生命、ニチイホールディングスの株式取得

GHの利用者から食材費を過大徴収したとして

行政処分を受けていた恵の全246事業所を、ビ

オネストに一括譲渡すると発表。利用者の条件

は実質的に同等以上、従業員についても同等以

上の雇用条件で雇用を維持するそうです。

恵、全国の事業所をビオネストへ

一括譲渡

国の調査によると、指定取消・効力停止の主な

原因はともに不正請求となっており、令和4年度

は約3億8千万円の介護給付費の返還を事業所に

求めました。

参照：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料｜厚生労働省
       （令和6年3月）

過大徴収、過剰請求…

不正の発覚が目立った2024年

●2025年問題

2025年には人口の5人に1人が75歳以上となり、後期高齢者が大幅に

増えます。それによる医療費や福祉費用の増大、働き手の不足など、

様々な問題がさらに深刻化していくでしょう。

●2025年3月処遇改善加算の経過措置終了

2024年度の介護報酬改定で、加算1本化の経過措置として区分V（1～14）が設けられましたが、

2025年3月31日をもって廃止されることが決定しており、期限までに加算I～IVへの移行が必要です。

もし3月末までに移行できなければ、次年度以降は加算を受けられません。

●2025年度の税制改正 経済産業省 中小企業を支援

経済産業省は2025年度の税制改正に向けて、中小企業を支援する目的の要望を複数提出しています。

そこには、中小企業の法人税率を軽減する特例を2年延長するなどの内容が盛り込まれており、賃

上げやDX化に向けた設備投資の流れにも追い風となります。
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